
保険期間前年 保険期間 保険期間翌年
12月まで １月 ～ 12月 1月 ～ 3月 ３月 ～ 6月

日々の記帳・帳簿の作成

保険期間
（税の会計期間と同様）

加入申請
期 間 保険金等請求期間

加入申込

収入保険の保険金等の支払いまでの流れ

保険料等の納付
（最大9回払）

埼玉収入保険

保険金等
請 求

確定
申告

税 申 告 の 準 備

保険金等の見積額算出

ポイント①：保険金等を未収計上します。



本所 :048-645-2141 Mail :honsyo@nosai-saitama.jp 
中部統括支所（川越）:049-235-8711 東松山支所:0493-22-0655 上尾支所:048-779-6911
北部統括支所（熊谷）:048-533-8030 本庄支所 :0495-21-0255 秩父支所:0494-22-0647
東部統括支所（行田）:048-559-1588 宮代支所 :0480-32-1015 越谷支所:048-965-7251

埼玉

収入保険に係る税務・会計の取扱い

保険料等の必要経費の取扱い

保険期間の に、『農業共済掛金』として計上。

に、

ポイント②：保険料等は、保険期間に対応した必要経費に算入
します。（ただし、保険期間開始前に支払った場合は、継続適用を要
件に支払った日の属する年の必要経費として取扱うことができます。）
【所得税基本通達の37-30】

保険期間スタート
（税の会計期間と同様）

加入申請
期 間

税理士のいる方は、このチラシをお渡しください。


